
 

船舶インシデント調査報告書 

平成２９年９月２１日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（絡索） 

発生日時 平成２８年１２月１１日 １６時４５分ごろ 

発生場所 愛知県美浜町野間埼北北西方沖 

 野間埼灯台から真方位３３４°１.４海里付近 

（概位 北緯３４°４６.７′ 東経１３６°４９.９′） 

インシデントの概要  プレジャーボートサンシーカーは、北進中、のり養殖施設に進入し

て絡索し、運航不能となった。 

インシデント調査の経過 平成２９年１月４日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート サンシーカー、９.１トン 

 ２３２－２９５７８愛知、株式会社山口組 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北、風速 約８.５m/s、視界 良好 

海象：波高 約１.５ｍ 

 インシデントの経過  本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者５人を乗せ、愛知県常滑
とこなめ

市

所在のマリーナに向け、野間埼北北西方沖を約１５ノットの対地速力

で北進中、船長が船首方の波に注意を向けていたところ、突然停止

し、運航不能となった。 

 船長は、のり養殖施設に進入して絡索したことが分かり、海上保安

庁に救助を要請した。 

 船長及び同乗者５人は、来援した海上保安庁のヘリコプターにより

救助された。 

 本船は、巡視艇及び漁船に引き出された後、マリーナにえい
．．

航され

た。 

 船長は、野間埼北北西方沖にのり
．．

養殖施設があることを知っていた

ものの、のり養殖施設のブイ及び旗ざ
．
お
．
が波間に見え隠れしており、

これらに気付かなかったのではないかと本インシデント後に思った。 

分析  本船は、野間埼北北西方沖を北進中、のり養殖施設のブイ及び旗ざ
．

お
．
が波間に見え隠れする状況下、船長が、船首方の波に注意を向け、

見張りを適切に行っていなかったことから、のり養殖施設に向けて航

行していることに気付かず、同施設に進入して絡索し、運航不能とな

ったものと考えられる。 

原因  本インシデントは、本船が、野間埼北北西方沖を北進中、のり養殖

施設のブイ及び旗ざ
．
お
．
が波間に見え隠れする状況下、船長が、船首方



 

の波に注意を向け、見張りを適切に行っていなかったため、のり養殖

施設に向けて航行していることに気付かず、同施設に進入して絡索し

たことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・常時適切な見張りを行うこと。 

 ・のり養殖施設の設置状況が確認しにくい場合には、同施設に接近

しないこと。 
 


